
目

次

告

示

○
結
核
予
防
補
助
金
の
基
準
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
一

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
qqqqqq（
県
民
生
活

文

化

課
）
…
二

○
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
二
十
三
号

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号
）
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
二
年
度
に
お
け
る
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

補
助
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
額
の
合
計
額
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
補
助
対
象
経
費
（
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
経
費
を
い
う
。
）
の
実
支
出
額
又
は

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
案
に
要
し
た
経
費
か
ら
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額

の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額
と
す
る
。

基

準

額

補
助
対
象
経
費

一

四
百
五
十
四
円
に
医
療
機
関
で
レ
ン
ズ
カ
メ
ラ
に
よ

り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

四
百
七
十
八
円
に
医
療
機
関
で
七
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

ミ
ラ
ー
カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ

数
を
乗
じ
て
得
た
額

三

五
百
五
円
に
医
療
機
関
で
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ミ

ラ
ー
カ
メ
ラ
に
よ
り
間
接
撮
影
を
受
け
た
者
の
延
べ
数

を
乗
じ
て
得
た
額

四

千
七
百
六
十
七
円
に
医
療
機
関
で
直
接
撮
影
を
受
け

た
者
の
延
べ
数
を
乗
じ
て
得
た
額

学
校
又
は
施
設
の
長
が
感
染

症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
行
う
定
期
の
健

康
診
断
に
要
す
る
経
費

青
森
県
告
示
第
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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第
二
百
五
十
九
号

令
和
三
年一

月
十
八
日

（
月
曜
日
）

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考



青
森
県
告
示
第
二
十
五
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
三
年
一
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｓ
ｋ
ｙ

三

代
表
者
の
氏
名

佐
々
木

直
通

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

黒
石
市
青
山
七
五
の
一
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
健
全
に
育
つ
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
障
害
児
・
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
・
支
援
等
を
提
供
す
る
こ
と

に
よ
り
、
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
お
い
ら
せ
都

市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
決
定
し
た
い
の
で
、
同
法
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
お
い
ら
せ
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及

び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

お
い
ら
せ
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域
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株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
岡
三
沢
支

店

三
沢
市
岡
三
沢
二
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
岡
三
沢
支

店

三
沢
市
中
央
町
三
丁
目

１

国

道

一
〇
一
号

つ
が
る
市
柏
下
古
川
絹
森
二
六
三
の
六
か
ら

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
米
岡
一
の
四
ま
で

前

八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
、
〇
二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

つ
が
る
市
柏
下
古
川
絹
森
二
六
三
の
六
か
ら

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
米
岡
一
の
四
ま
で

後

八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
、
〇
二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
所
川
原
市
大
字
小
曲
字
枝
村
九
三
の
一
か
ら

つ
が
る
市
木
造
柴
田
茂
野
一
〇
九
ま
で

後

一
五
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
一
・
九
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
、
三
七
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



お
い
ら
せ
町
行
政
区
域
の
全
部

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
お
い
ら
せ
町
地
域
整
備
課

四

縦
覧
期
間

令
和
三
年
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
二
月
一
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
、
区
域
区
分
及
び
臨
港
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

し
、
次
の
と
お
り
八
戸
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
、
区
域
区
分
及
び
臨
港
地

区
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
、
区
域
区
分
及
び
臨
港
地
区
に
関
す
る

都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

市
街
化
区
域
及
び
臨
港
地
区
か
ら
除
か
れ
る
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

市
街
化
区
域
に
追
加
さ
れ
る
区
域

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
の
一
部

臨
港
地
区
に
追
加
さ
れ
る
区
域

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
四
四
地
内

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
八
戸
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

四

縦
覧
期
間

令
和
三
年
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
二
月
一
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（ ）3 青 森 県 報 第259号令和３年１月18日 月曜日



（ ）4青 森 県 報 第259号令和３年１月18日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社
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価
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口
一
枚
ニ
付
十
五
円


